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●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただ
き、正しくお使いください。なお、取扱説明書は工
事説明書と共に必ず保管し、おわかりにならないこ
とや、不具合が生じたときにお役立てください。

●保証書はお買い求めの販売店からお受け取りになる
際に、必要事項が記入されていることを必ず確認し
てください。

●取扱説明書を紛失されたときは、お買い求めの販売
店、またはお近くの工場・支店・営業所にご連絡く
ださい。

●製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と
異なる場合がありますので、あらかじめご了承くだ
さい。

このたびは長府製品をお買い求めいただきまして、
まことにありがとうございました。

取 扱 説 明 書

ア ク リ メ ロ ウ バ ス
　〔人造大理石浴そう〕　

AMB-1112
AMB-1112E-1
AMB-1112E-2
AMB-1216
AMB-1216E-1
AMB-1217
AMB-1217E-1
AMB-1217E-2
AMB-1417

型名
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特に注意していただきたいこと
ご使用の前に、この「特に注意していただきたいこと」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
ここに示した事項は、危害・損害の程度によって次のように分類されます。 
いずれも安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

入浴時の注意 子どもに注意

幼児や身体の不自由なかたを一人で入浴させ
ないでください。また、飲酒時や飲酒直後は
入浴しないでください。浴そうでおぼれたり、
やけどやけがをするおそれがあります。

おふろにもぐらないでください。髪の毛など
が吸い込まれて事故やけがをするおそれがあ
ります。特に小さなお子様には注意してくだ
さい。

●絵表示について次のような意味があります。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可
能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性、
または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

禁
止 一般的な禁止 注

意
一般的な警告 ･
注意

指
示 必ず行うこと
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入浴中に排水しない 排水栓は確実に閉める

排水口に髪の毛や小さなお子様の手や足が吸
い込まれて、思わぬ事故の原因になります。

浴そうの排水栓をしっかりと排水口に押し込
んでください。ふろがまを使用している場合
は、水が漏れると空だきになり、火災のおそ
れがあります。

浴そうのふたに乗らない やけどに注意

浴そうのふたに乗ったり、体重をかけたりし
ないでください。ふたがはずれて、やけどや
けがをするおそれがあります。 

入浴するときは必ず手で浴そうのお湯の温度
を確かめてください。やけどのおそれがあり
ます。

沸かしすぎ、熱湯に注意

沸かしすぎや熱湯を直接入れるとやけどをす
るおそれがあります。また、浴そうの寿命が
短くなります。

循環口に触れない

お湯はりや追いだき中などは循環口が熱くなることがありますので、手や足で
触れないでください。やけどをするおそれがあります。

排水栓
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特に注意していただきたいこと

浴そうに入るとき、上がる
ときの注意

浴そうの縁や取手に乗らない

浴そうの縁・取手・握りバーなどに手を添え
てください。また、浴そうに飛び込まないで
ください。けがをするおそれがあります。

足を滑らせてけがをするおそれがあります。
また、取手に手や足をはさまないように注意
してください。転倒してけがをするおそれが
あります。

壊れた状態で使用しない エプロンに無理な力や衝撃
を加えない
AMB-1112E-1・AMB-1112E-2
AMB-1216E-1・AMB-1217E-1
AMB-1217E-2

ひび割れなどが入った浴そうは使用しないで
ください。けがをするおそれがあります。

エプロンが割れたり、脱落したりしてけがを
するおそれがあります。

浴そうに合ったふたを使用
する

薬品に注意

ふたがはずれて、やけどやけがをするおそれ
があります。

浴室内で使用する洗剤・殺虫剤・カビ取剤・
その他の薬品類は、容器などに記載の注意事
項に従って正しく使用してください。使用方
法を誤ると、人体に悪影響をおよぼしたり、
浴そうが損傷したりする原因になります。



5

浴そうに傷をつけない タバコを置かない

硬いものをあてたり、重いものを載せたりし
ないでください。また、浴そうに飛び降りた
りしないでください。浴そうに傷がつき、割
れることがあります。

浴そうの縁に火がついたタバコを置かないで
ください。こげあとがつくことがあります。

鉄製のものを放置しない 排水栓の鎖を引張らない

浴そうに鉄製のものを放置すると錆が付着し
ます。

排水栓の鎖を無理に回したり、引張ったりし
ないでください。取付部が緩んで水漏れのお
それがあります。

高温水を直接浴そうにあてない ポップアップ式排水栓について 
AMB-1216・AMB-1216E-1・AMB-1417

浴そうが変色するおそれがあります。さし湯
位置を変更してください。

凍結した状態で排水ボタンを無理に押さない
でください。
また、排水栓が開いた状態で排水栓の上に
乗ったり、排水栓に荷重がかかった状態で、
排水ボタンを無理に押さないでください。
破損や漏水の原因になります。
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用途に注意 家庭用以外の使用禁止

浴そう以外の用途には、使用しないでくださ
い。思わぬ事故の原因になります。

この人造大理石浴そうは家庭用です。家庭用
以外に使用すると、保証の対象外になります。

溶剤や薬品などに注意 水質・入浴剤・洗剤に注意

溶剤や薬品などを浴そうの排水口に流さない
でください。漏水・変色・割れの原因になり
ます。

温泉水を使用したり、イオウ・酸・アルカリ
・油分を含んだ入浴剤、塩素系の漂白剤や洗
剤を使用したりしないでください。また、浴
そう用洗剤を使用後は、早めに洗い流してく
ださい。排水金具や浴そうが変色したり、配
管やふろがまを傷め、水漏れのおそれがあり
ます。

化粧品などがついたときは 入浴剤は長時間入れたまま
にしない

化粧品・ヘアカラー・整髪料・クレンジング
剤・アロマオイルなどがついた場合は、すぐ
に洗い流してください。
変色や割れの原因になります。

浴そうが変色したり、劣化したりする原因に
なります。

浴そうを廃棄処分するときは

人造大理石浴そうを廃棄処分するときは、許可を受けている処理業者に処理を依頼してくださ
い。

特に注意していただきたいこと

入浴剤
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洗剤について

浴そうは中性洗剤をスポンジか柔らかい布に
つけて洗ってください。

硬いたわしやみがき粉など粒子が粗い洗剤や
酸・アルカリ性洗剤は絶対に使用しないでく
ださい。浴そうに傷がついたり、変色の原因
になります。

入浴後すぐに掃除する

入浴後、お湯を排水しながら掃除をすると
簡単です。時間が経過するほど汚れが固
まって落ちにくくなります。掃除は毎日し
てください。

錆の発生について

水道水には微量の鉄分が含まれていますの
で、浴そうの底にたまった鉄粉はよく洗い
流してください。鉄粉が浴そうに付着する
と斑点状の赤錆が発生することがあります。

日常の手入れ

手入れのときの注意

み
が
き
粉 
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アフターサービス

不具合があるときはお客様ご自身で修理せず、必ずお買い求めの販売店にご連絡ください。
●アフターサービスをお申しつけいただくときは、次のことをお知らせください。

●正常な使用状態において故障した場合は、保証書の規定に従って修理いたします。 
お買い求めの販売店にご連絡ください。

●保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店にご連絡ください。
●家庭用のふろ以外の特殊な使用方法での不具合発生につきましては、保証の対象外となります
のでご注意ください。

1．品　　　名……アクリメロウバス

2．型　　　名…… AMB-1112 ・ AMB-1112E-1 ・ AMB-1112E-2
AMB-1216 ・ AMB-1216E-1  
AMB-1217 ・ AMB-1217E-1 ・ AMB-1217E-2

AMB-1417

3．お買い上げ年月日
4．損傷の状況……できるだけ詳しく
5．ご住所、お名前、電話番号
6．訪問ご希望日

修理を依頼するとき

保証・修理について

この浴そうには「保証書」がついています(巻末)



修理メモ

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずお確かめください。

-販売店様へお願い-
本保証書（販売店様控）及び次のページの保証書（お客様控）の★印欄に必ず必要事項をご記入の上、
本保証書は切り取り線より切り取り保管し、次のページの保証書（お客様控）は本取扱説明書とと
もにお客様にお渡しください。
※カーボン紙を差し込んで次のページに複写してください。　　　

本保証書に記載したお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動
のため以外には使用しないでください。

△
切
り
取
り
線
▽

(1)

(2)

〒752-8555　山口県下関市長府扇町2-1 (083)248-1111株式会社 長府製作所

型 　 　 名

★製 造 番 号

★お買い上げ日 年　　　　　 月　　　　　 日

★お　客　様

★販　売　店

様

印

1　　年

  長府アクリメロウバス保証書（販売店様控）

住所・店名

電話　　　　　　　　 （　　　　　  ）

ご住所

お名前

電話　　　　　　　　 （　　　　　  ）

AMB-1112・AMB-1112E-1・AMB-1112E-2
AMB-1216・AMB-1216E-1・AMB-1217
AMB-1217E-1・AMB-1217E-2・AMB-1417





年　　　　　 月　　　　　 日

★お　客　様

★販　売　店

修理メモ

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずお確かめください。

ご住所

お名前

電話　　　　　　　　 （　　　　　  ）

住所・店名

電話　　　　　　　　 （　　　　　  ）

様

印

〈無料修理規定〉

●次の場合は保証期間内でも有料修理になります。

●お客様へ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

住宅用途以外で使用した場合の不具合
使用者が適切な使用、維持管理等を行わなかったことに起因する不具合
一般家庭用以外に使用したことに起因する不具合
専門業者以外による修理、改造等に起因する不具合
弊社が定める工事説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解等に起因する不具合
建築躯体の変形等、住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変
化、または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
動物や昆虫等の行為、及び植物の侵入等に起因する不具合
火災・爆発・凍結等の事故、台風・落雷・地震・噴火・洪水・津波等の天変地異、または戦争・暴動等の破
壊行為による不具合
消耗部品の消耗に起因する不具合
給水・給湯・ふろ・暖房配管等の錆や異物流入に起因する不具合
地下水・井戸水・温泉水等を給水したことに起因する不具合
公害による不具合
電気・水・燃料等の供給トラブルに起因する不具合

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、当製品を無料で修理
致します。お買い求めの販売店にご相談ください。
保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い求めの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書
をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費
を申し受けます。
ご転居の場合は、事前にお買い求めの販売店にご相談ください。
ご贈答品等で、本保証書に記入してあるお買い求めの販売店に修理がご依頼できない場合には、裏面記載の
最寄りの工場・支店・営業所へご相談ください。
本書は日本国内においてのみ有効です。
本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
本書の提示がない場合、または必要事項の記載がない場合、字句を書き換えられた場合は有料修理になります。

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

本書は当製品に故障が発生した場合、お買
い上げ日より向こう一年間、本書記載内容
に従って、無料修理をお約束するものです。
修理を依頼される場合は、お買い求めの販
売店に必ず本書をご提示ください。

1.

2.

3.

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書
によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限
するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い求めの販売店、または裏面記載の最寄りの工場・
支店・営業所にお問い合わせください。
お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために
記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

1　　年

〒752-8555　山口県下関市長府扇町2-1 (083)248-1111株式会社 長府製作所

    長府アクリメロウバス保証書（お客様控）

　型 　 　 名

　保 証 期 間

★お買い上げ日

AMB-1112・AMB-1112E-1・AMB-1112E-2
AMB-1216・AMB-1216E-1・AMB-1217
AMB-1217E-1・AMB-1217E-2・AMB-1417



住宅設備機器総合メーカー

●本社　　　　　　　　　山 口 県 下 関 市 長 府 扇 町 2 - 1
●お問い合わせ先

本　社 ・ 営 業 部

盛　岡　営　業　所
仙　台　営　業　所

千　葉　営　業　所
横　浜　営　業　所

金　沢　営　業　所

大 　阪 　支　 店

岡　山　営　業　所
香　川　営　業　所

広　島　営　業　所
福　岡　営　業　所
沖　縄　営　業　所

宇都宮工場・営業部

滋 賀 工 場・営業部

北海道販売センター

〒752-8555 下 関 市 長 府 扇 町 2 - 1

盛 岡 市 み た け 5 - 1 5 - 5 0
仙 台 市 青 葉 区 錦 町 1 - 4 - 6
宇都宮市清原工業団地30番

名古屋市名東区高社1-72 -1
金 沢 市 玉 鉾 4 - 1 7

吹 田 市 江 の 木 町 1 8 - 2 7
仲多度郡多度津町東港町7-8

福 岡 市 東 区 原 田 4 - 2 - 7
広 島 市 南 区 段 原 1 - 1 - 1

野 洲 市 野 洲 1 4 7 3 - 1

(083)248 - 1111

(011)813 - 2210
(019)641 - 0811
(022)264 - 0311
(028)667 - 6111

(045)912 - 3111
(043)248 - 4111

(076)292 - 3111

(077)588 - 4111
(06)6338 - 7111
(0877)33 - 2311

(092)629 - 5111

(086)245 - 1111
(082)261 - 5111

(098)877 - 3111

(052)779 - 2111

〒003-0809

〒980-0012

大　宮　営　業　所 さいたま市北区宮原町4-16-30 (048)653 - 8111〒331-0812
東 　京 　支　 店 新 宿 区 新 宿 5 - 1 4 - 6 (03)5369 - 3511〒160-0022

〒224-0003
〒261-0001
〒465-0095
〒921-8550

〒564-0053
〒764-8510
〒700-0976
〒732-0811
〒812-0063

〒020-0122

〒321-3231

〒901-2101

〒520-2394

(083)248 - 1906

松　本　営　業　所 松本市鎌田1-3-17ヨシエビル1F (0263)24 - 0211〒390-0837

FAX

名 古 屋 営 業 所

札幌市白石区菊水九条 2 -  3 -  1

横浜市都筑区中川中央1-36 -21
千葉市美浜区幸町2 - 2 4 - 3 2

岡 山 市 北 区 辰 巳 3 - 1 1 1

浦 添 市 西 原 3 - 1 8 - 1 0

●記入しておくと修理などの依頼のときに便利です。

年　　　　月　　　　日

電話番号

おぼえがき
お買い上げ日

販 売 店 名


